
2019 年 12 月 

お客様各位 

株式会社島根銀行 

 

当行及び提携 ATM ご利用手数料改定のお知らせ 

 

 株式会社島根銀行（頭取 鈴木良夫）では、今後もお客様へのサービスの維持・向上を図っていくため、当行及び提

携 ATM ご利用手数料を改定することと致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 当行では、今後ともお客様の多様なニーズに迅速にお応えするため、様々な商品・サービスの提供に努めて参りま

すので、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1.改定日 

 2020 年 3 月 1 日（日） 

2.改定内容 

 （1）時間外入金手数料を改定します。 

   現在、時間外入金手数料は無料ですが、今後有料（税込 110 円）と致します。ただし、「しまぎんピスカゴール

ドカードでのご入金」及び「優遇対象のお客様」に該当する場合は引き続き無料でご利用いただけます。 

 （2）時間外出金手数料の無料基準を変更します。 

   現在、時間外出金手数料は「しまぎんピスカゴールドカード・一般カードでのご利用」は一律無料としています

が、今後、「しまぎんピスカ一般カードでのご利用」は有料（税込 110 円）と致します。ただし、「しまぎんピス

カ一般カードでのご利用」のお客様の内、「優遇対象のお客様」に該当する場合は引き続き無料でご利用いただけ

ます。 

3.「優遇対象のお客様」 

 「優遇対象のお客様」は、下記のいずれかに該当するお客様です。（ATM ご利用月の前々月末が基準日となります。） 

 ・ご預金 300 万円以上お預入れのお客様 

・ご預金 100 万円以上お預入れかつ当行で年金振込をお受け取りのお客様 

 ・ご預金 50 万円以上お預入れかつ当行で給与振込をお受け取りのお客様 

以上 


